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サーキットブレーカー（ＣＢ）の運用について 

エース交易株式会社 

 

サーキットブレーカー（ＣＢ）幅及び運用については下記の通りとなっております。 

 

１． ＣＢの当初値幅（＝拡大値幅）について 

㈱東京工業品取引所 

金（標準・ミニ） 150 円 ガソリン 2,400 円 中京ガソリン 2,400 円 

銀 6.0 円 灯油 2,400 円 中京灯油 2,400 円 

白金（標準・ミニ） 200 円 原油 2,400 円 TOCOM NEXT(限日) 15.0 ﾎﾟｲﾝﾄ 

パラジウム 100 円 軽油 2,400 円 TOCOM NEXT(限月) 15.0 ﾎﾟｲﾝﾄ 

ゴム 5.0 円 

㈱東京穀物商品取引所    

小豆 350 円 とうもろこし 1,000 円 粗糖 2,000 円 

一般大豆 2,000 円 ｱﾗﾋﾞｶｺｰﾋｰ 1,400 円 米穀（コメ） 300 円 

Non-GMO 大豆 2,000 円 ﾛﾌﾞｽﾀｺｰﾋｰ 1,400 円  

（2012 年 1月 4 日現在） 

 

２． ＣＢ発動時の運用について 

１） ㈱東京工業品取引所に上場している商品の場合（ゴムを除く） 

１回目、２回目及び３回目のＣＢが発動したときは、ＣＢ発動時刻から５分間立会を中断し、また、立

会再開時はＣＢ幅を拡張し（直前のＣＢ幅に拡大値幅を加算した幅とします）、立会を開始します。 

 

（例）１回目のＣＢ発動時の動き（金で前日帳入値段が 3,800 円、拡大値幅が 100 円だった場合） 

                                  4,000 円 

  3,900 円                           （＋200 円） 

  （＋100 円） 

3,800 円   約定可能な値幅 ⇒       ⇒      ⇒  3,800 円  約定可能な 

値幅 

  3,700 円                                

  （－100 円）                           3,600 円 

                                 （－200 円） 

 

４回目以降のＣＢが発動したときは、ＣＢ幅を拡張せず、ＣＢ発動時刻から５分間中断した後、立会を

開始します。ただし、取引所が必要と認めるときは、中断時間及び拡大値幅を変更することがあります。 

 

２） ゴムの場合 

１回目、２回目及び３回目のＣＢが発動したときは、ＣＢ発動時刻から５分間立会を中断し、また、立

会再開時はＣＢ幅を拡張し（直前のＣＢ幅に拡大値幅を加算した幅とします）、立会を開始します。 

４回目以降のＣＢが発動したときは、原則として当月限を除きＣＢ幅を拡張せず、ＣＢ発動時刻から５

分間中断した後、立会を開始します。ただし、取引所が必要と認めるときは、中断時間及び拡大値幅を

変更することがあります。 

 

３） ㈱東京穀物商品取引所に上場している商品（小豆及び米穀（コメ）を除く）の場合 

１回目及び２回目のＣＢが発動したときは、ＣＢ発動時刻から５分間立会を中断し、また、立会再開時

はＣＢ幅を拡張し（直前のＣＢ幅に拡大値幅を加算した幅とします）、立会を開始します。 

３回目以降のＣＢが発動したときは、ＣＢ幅を拡張せず、ＣＢ発動時刻から５分間中断した後、立会を

開始します。ただし、取引所が必要と認めるときは、中断時間及び拡大値幅を変更することがあります。 

3,699 円で

売買が対当

立会中断

（5分間）
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４） 小豆及び米穀（コメ）の場合 

１回目のＣＢが発動したときは、ＣＢ発動時刻から５分間立会を中断し、また、立会再開時はＣＢ幅を

拡張し（直前のＣＢ幅に拡大値幅を加算した幅とします）、立会を開始します。 

２回目以降のＣＢが発動したときは、ＣＢ幅を拡張せず、ＣＢ発動時刻から５分間中断した後、立会を

開始します。ただし、取引所が必要と認めるときは、中断時間及び拡大値幅を変更することがあります。 

 

 


